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第 1 章 全体概要  

古河市窓口キャッシュレスシステム導入業務（以下「本業務」という。）特記仕様書は、

古河市役所の窓口（以下「窓口」という。）での手数料及び使用料等の徴収において、窓

口サービスの向上を目的としてキャッシュレス決済システムを導入・運用するにあたり、

事業者が提案書作成に必要とされる業務要件について示したものである。  

  

1.1 背景  

窓口における決済のキャッシュレス化は、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止

対策だけではなく、市民等の利便性向上に資すものである。現在、本市では、手数料や使

用料の窓口における支払い手段は、現金のみとなっている。  

キャッシュレス決済の導入にあたっては、市民等が混乱しないよう決済手段や方法を統

一化し、また導入及び運用等にかかる費用の低減を図る必要がある。  

以上を踏まえ、市の主要な窓口において市民等が多様な支払方法を選択できるようキャ

ッシュレス決済を導入する。  

また、キャッシュレス決済の運用においては、POS 機能の活用等により、バックヤード

事務の負担軽減、効率化及び業務改善を図っていかなければならない。  

  

1.2 整備方針  

キャッシュレス決済端末及び連携する機器（以下「キャッシュレス決済端末等」とい

う。）の整備方針は以下のとおりとする。  

（1） 内容  

キャッシュレス決済端末等を市が指定する窓口に構築すること。  

（2） 条件  

キャッシュレス決済端末等については、デジタル機器の操作が苦手な職員であって

も簡便に操作できること。  

（3） 特記事項  

    通信環境については、古河市役所の庁内ネットワークを利用する。 
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1.3 整備スケジュール  

整備スケジュールは次のとおりである。ただし、現時点での予定のため変更されること

がある。  

   

Ｎｏ  スケジュール  内容  

１  令和６年５月  契約締結  

※ 契約の終期は令和７年３月末とする。  

２  令和６年７月～  キャッシュレス決済端末等の順次導入、

職員への研修の順次実施  

３  令和６年８月～  運用期間  

※ 準備が整った窓口及び決済手段から順

次運用すること  

※ 令和６年９月末までに提案したキャッ

シュレス決済端末等の整備を完了す

ること  
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第 2 章 キャッシュレス決済端末等の機能要件  

本業務委託は、別紙 1「キャッシュレス決済導入窓口一覧」の窓口等をキャッシュレス

システム導入の対象とし、キャッシュレス決済端末等の整備及び運用（決済データに基づ

く市への指定納付受託を含む）を委託するもの。  

本章では、キャッシュレス決済端末機能等に関する要件（要求事項、提案事項）を示

す。  

なお、【要求事項】は、原則全て満たさなければならない必須の要件であり、【提案事

項】は、任意の要件として提案を求めるものである。  

  

2.1 キャッシュレス決済端末等要件 

キャッシュレス決済端末等に求める要件を以下に示す。  

 

（1） 全体概要  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

1-1  利用規模  ・対象窓口及び導入機器  

キャッシュレス決済端末及びタブレ

ット POS 操作端末（iPad）等の導

入窓口及び導入機器は、別紙 1「キ

ャッシュレス決済導入窓口一覧」の

とおりとする。  

決済時に市民が費用の確認が可能と

なるようカスタマーディスプレイと

決済後に市民へ渡すためのレシート

プリンタも導入する。 

キャッシュレス決

済端末等の導入に

係る費用は、令和

６年度中に支払う

こととする。  

1-2  ・収納内容 

キャッシュレス決済の対象となる収

納内容は、別紙 1「キャッシュレス

決済導入窓口一覧」のとおりとす

る。  
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（2） 機能要件  

キャッシュレス決済端末等が備えるべき機能に関する要求事項及び提案事項は、次

のとおりである。  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

2-1  基本機能要

件表  

別紙 2「基本機能要件表【要求事

項】」のとおり。  

それぞれの機器に

ついて、調達時期

を示すこと。  

2-2  対応する決

済サービス 

（ブラン

ド）  

別紙３「対応する決済サービス及び

手数料率等一覧」のとおり。  

  

  

【提案事項１】  

機能性の高いタブレット（iPad）POS レジ等を導入することによる市民の利便性向

上やバックヤード業務の効率化等について提案がある場合は記載すること。なお、他

自治体で実績がある場合は、その概要や効果等について記載すること。  

収納情報から調定票を作成する必要があるが、市役所全体の収納情報から各店舗

（課など）の収納情報まで管理する上で特筆すべき特徴がある場合は、それを提案す

ること。 

【提案事項２】  

キャッシュレス決済に当たっては、市民等の利便性向上のため、可能な限り多くの

決済サービス（ブランド）に対応していることが望ましい。そこで、対応する具体的

な決済サービス（ブランド）について提案すること。  

【提案事項３】  

現金決済について、キャッシュレス決済端末等による処理（職員による金額等入力

方法及びレシートの出力等）について記載するとともに特筆すべき特長がある場合

は、それを提案すること。  
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（3）非機能要件  

キャッシュレス決済端末等における利用環境、セキュリティ、性能などの非機能要

件に関する要求事項及び提案事項は、次のとおりである。  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

3-1  利用環境  ・キャッシュレス決済端末利用時

間 。 

24 時間 365 日利用できること（保

守運用のための計画停止を除く）。  

  

3-2  信頼性要件  ・稼動率（SLA）は下記のサービス

レベルを満たすこと。  

サービス稼働率（全日）：99.9 %以

上（24 時間 365 日における稼働率。

※ 計画停止を除く）  

  

3-3  セキュリテ

ィ要件  

・PCI DSS の現行基準に準拠してい

るクレジット情報非保持型の機種で

あること。  

・カード情報や暗証番号は暗号化さ

れること。  

 キャッシュレス決

済端末に限る 

3-4 使用性要件  デザイン、メニューの配置を共通化

するなど、入力画面からの決済画面

への遷移や照会画面への画面遷移が

容易にできるよう配慮されているこ

と。 

全体構成が統一されているなど、操

作者にとって見やすい画面のレイア

ウトとなっていること。  

画面上の各フィールドの表示色に

ついては、全体として標準化（統

制）が行われていること。  

  

3-5 ・操作性  

デジタル機器の操作が苦手な職員で

あっても簡便に操作できること。  
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【提案事項４】  

操作性等について特に優れている点があれば提案すること。  

【提案事項５】  

返金処理については、決済システム内で簡便に処理できる方法等を希望するが、特

に優れている点がある場合は提案すること。 

 

第 3 章 キャッシュレス決済端末等の導入作業要件  

本章では、キャッシュレス決済端末等の導入作業に関する要件（要求事項、提案事項）

を示す。  

  

3.1 導入作業要件  

キャッシュレス決済端末等の導入作業において求める要件を以下に示す。  

（1） セットアップ  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

4-1  設置作業  別紙 1「導入窓口一覧 」に基づき提

案したキャッシュレス決済端末等を

各窓口へ設置すること。  

取扱決済ブランド

のアクセプタンス

マークの設置を含

む  

4-2  セットアッ

プ作業  

  

キャッシュレス決済端末等の導入に

必要なセットアップ作業を行うこ

と。  

作業は、市及び指定管理者と協議の

うえ実施すること。操作端末

（iPad）のネットワーク設定は市職

員が実施する。  

  

4-３  セットアッ

プ作業  

  

各窓口の売上項目に対応した POS 

の設定について支援すること。  

  

  



 

- 9 -  

  

（2） 検証【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

5-1  実稼働前の

検証 

キャッシュレス決済端末等の実稼働

前に通信等に問題なくキャッシュレ

ス決済端末の一連の決済処理ができ

ることを確認するテストを実施する

こと。  

作業は、市及び指定管理者と協議の

うえ実施すること。 

  

  

【提案事項６】  

機器の設置に当たっては、通常の窓口運営に支障をきたすことなく円滑に作業を終

えることが望ましい。本業務においてキャッシュレス決済を導入する窓口が複数箇所

になるため、導入作業における作業日数などのスケジュール、導入作業における創意

工夫があれば提案すること。  

  

（3） 研修  

キャッシュレス決済端末を取り扱う職員に対する研修を実施することを想定してい

る。 

研修会場は市で用意するが、研修に必要な機器等の事前準備、講師等は受託事業者

が担うものとする。  

導入窓口が多岐に渡るため、集合研修及び個別窓口での研修、録画等によるオンラ

イン研修など、複数の手段による対応を想定している。  

  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

6-1  研修対象者  キャッシュレス決済端末等を操作す

る職員を対象として、業務遂行に必

要な操作に関する研修を実施するこ

と 。 
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6-2  研修資料  研修時の資料について、簡易版の操

作マニュアルを別紙 1「キャッシュ

レス決済導入窓口一覧 」の窓口の箇

所数分、紙媒体で提供すること。  

 1 窓口に 2 台導入

する窓口には 2 部

提供すること。 

6-3  研修時期  研修は、導入時期にあわせて令和 6

年 7 月から順次実施すること。 な

お、協議の上で施設別の実施時期を

ずらすことは妨げない。 

  

6-4 研修回数 1 回以上実施すること。  

  

【提案事項７】   

要求事項及び提案事項を踏まえ、効果的・効率的と考える研修スケジュール及びそ

の手順・手法等について提案すること。また、導入時だけでなく翌年度以降のフォロ

ーアップとして、Web 上での動画参照等の取組があれば提案すること。  

  

（4） ドキュメント整備  

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

7-1  整備ドキュ

メント  

以下に記すドキュメントをキャッシ

ュレス決済端末の導入完了時に納品

すること。各ドキュメントは、Web 

上の参照も可能とすること。  

・キャッシュレス決済端末等操作手

順書  

・キャッシュレス決済端末等管理画

面操作手順書  
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7-2  形式等  書類（紙媒体）は、A4 判縦長横書

き両面を原則とし、日本語表記のも

の 2 部（原本 1 部、複写 1 部）を提

出すること。  

書類（電子媒体）のファイルフォー

マットは 、 Microsoft Office も し く 

は Adobe Reader に対応できるデー

タ形式で提出すること。  

  

7-3  納品場所  古河市の指定する場所に納品するこ

と。  

  

   

第 4 章 キャッシュレス決済端末等の運用要件  

本章では、キャッシュレス決済端末等の運用業務に関する要件（要求事項、提案事項）

を示す。  

  

4.1 運用業務  

 キャッシュレス決済端末等の運用業務において求める要件を以下に示す。 

 

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

8-1  運用管理業

務  

サービスの品質向上、サービスの安

定稼働、セキュリティレベルの維持

など、運用業務全体の管理とコント

ロールを実施すること。  

  

8-2  ヘルプデス

ク業務  

窓口職員等からの使用方法等に関す

る問合せ窓口を置くこと。問合せ窓

口は、年間を通じて午前 9 時から午

後 5 時まで対応すること。  

  

8-3  ドキュメン

ト整備  

手順書はキャッシュレス決済端末等

導入後も適宜最新の状態を保つこ

と。  

  

  

 



 

- 12 -  

  

【提案事項８】  

窓口の開設時間は、最長で午前 8 時 30 分から午後 7 時であり、またデジタル機器の

操作が苦手な職員も多いことを踏まえ、ヘルプデスクの対応時間について提案するこ

と。また、対応するオペレータの質の確保等の取組があれば提案すること。  

    

第５章 キャッシュレス決済端末の保守要件  

本章では、キャッシュレス決済端末の保守業務に関する要件（要求事項）を示す。  

  

5.1 保守業務  

保守業務は、問合せ窓口を設置し、キャッシュレス決済端末に係る障害に対する対応を

実施することとする。 求める要件を以下に示す。 

 

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

9-1  保守契約時

間帯  

保守対応は、24 時間 365 日とする

こと（保守運用の計画停止を除

く）。  

 この章はキャッシ

ュレス決済端末に

限る 

9-2  保守体制  保守対象に障害が発生又は不具合が

判明した場合や、緊急に必要な予防

保守等の定期メンテナンス日以外の

緊急保守作業が必要となった場合

は、直ちに市と調整を実施し、実施

日時・作業手順等を取り決めて速や

かに保守作業を行うこと。  

  

9-3  保守要件  キャッシュレス決済端末は、端末メ

ーカの出荷日から 1 年間を保守対象

とし、無償で維持補修を実施するこ

と。  

改良、機能強化等によるバージョン

アップや画面の構成変更等は事前に

市に情報提供することとし、適用に

向けた検討と対応を行うこと。  

バージョンアップによるプログラム

リリースや配布について、必要性を
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検証した上で、キャッシュレス決済

端末の運用に支障のないよう実施で

きること。  

9-4 ランニング

費用  

導入後のランニングコスト（通信

料、保守費用等を含む利用料、消耗

品費等）について提案すること。  

  

9-5  セキュリテ

ィ要件  

クレジットカード情報および取引情

報を保護するために、グローバルセ

キュリティ基準（PCI DSS の現行基

準）に準拠していること。 

 

    

第６章 指定納付受託に関する要件  

本章では、キャッシュレス決済の指定納付受託に関する要件（要求事項、提案事項）を

示す。  

  

6.1 納付業務  

 指定納付受託において求める要件を以下に示す。 

【要求事項】  

項番  カテゴリ  要件概要  留意事項  

10-1  指定納付受

託業務  

受託者が地方自治法第 231 条の 2 第 

6 項の規定による市の指定納付受託

者となること。  

  

10-2  納付方法は、納入義務者等に代わり

立替え払いをする「立替払方式」で

あること。  

  

10-3  立替金は、毎月月末を締め日として

集計し、翌月末までに月 1 回、古河

市が指定する方法により支払うこ

と。  

  

10-4  立替金は、市があらかじめ指定する

口座に入金すること。なお、入金す

る際の手数料は受託者の負担とす

る。  
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10-5  毎月の立替金の内訳明細及び取扱手

数料の明細を提出すること。  

  

10-6  各決済ブランドの利用について、必

要な登録手続きを代行すること。  

  

  

【提案事項 ９】  

キャッシュレス決済による市の歳入額については、現金による決済との差が可能な

限り少ないことが望ましい。  

そこで、【提案事項２】で提案した具体的な決済サービス（ブランド）について、決

済手数料率を提案すること。また、その他、決済１件ごとに生じる費用がある場合は

記載すること。 決済手数料率の算定にあたり、別紙 4「年間現金取扱高一覧」を参考

にすること。 

【提案事項 10】  

立替金は、市民等が選択する支払方法（クレジットカード、電子マネー、二次元コ

ード）の種類を問わず、一括で支払われることが望ましい。  

そこで、このような支払方法を実現できる場合は提案すること。  

【提案事項 11】  

キャッシュレス決済においては、収納金額から決済手数料を差し引いた状態での入

金が一般的であると考えられるが、市における歳入・歳出予算の執行手続の観点から

は、収納金額から決済手数料は差し引かずに市に入金され、決済手数料については、

別途、請求により支払う形が望ましい。  

そこで、上記のような納付手続等の可否や代替案があれば提案すること。  

 

第７章 提案書作成に関する要件 

本章では、提出を依頼する提案書に関する事項を示す。   

7.1 提案書の記載に対する要求事項と提案事項  

提案の内容は、各章で示した【要求事項】を原則全て満たすことを要件としているの

で、全ての要求事項に対応した提案を記載すること。  
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また、【提案事項】で示した提案要求事項は、より優れた提案を求めているものであるこ

とから、その内容について明確に記載すること。  

 

7.2 提案書の構成及び記載事項  

提案書の記載は、各要件の項目の順番と内容に沿った構成で作成し、提案に当たって

は、根拠を明示し、具体的に示すこと。その際、各章で示した【要求事項】への回答とし

て、対応の可否を必ず明示すること。  

【提案事項】についても本業務を行う上での重要な評価点となることから、可能な限り

詳細かつ具体的に記載すること。  

  

（1） 全体概要に関する提案（第１章関連）  

①全体像  

提案の冒頭で、提案するキャッシュレス決済の全体像について、イメージ図等を

用いて、具体的に記載すること。また、理念・方針等について記載すること。  

 

（2） キャッシュレス決済端末等の機能要件に関する要求の回答及び提案（第２章関連）  

①機能要件  

・【要求事項】については、別紙２「基本機能要件表【要求事項】」を充足してい

ることについて記載すること。  

・【提案事項】については、提案事項の番号ごとに具体的に記載すること。  

②非機能要件  

・【要求事項】については、提案内容と各要求事項の項番が紐付けられるよう、記

載内容に対応する要求事項の項番を付して記載すること。  

・【提案事項】については、提案事項の番号ごとに具体的に記載すること。  

 

（3） キャッシュレス決済端末等の導入要件に関する要求の回答及び提案（第３章関連）  

・【要求事項】については、提案内容と各要求事項の項番が紐付けられるよう、記

載内容に対応する要求事項の項番を付して記載すること。  

・【提案事項】については、各事項の番号ごとに具体的に記載すること。  

  

（4） キャッシュレス決済端末等の運用要件に関する要求の回答及び提案（第４章関連）  
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・【要求事項】については、提案内容と各要求事項の項番が紐付けられるよう、記

載内容に対応する要求事項の項番を付して記載すること。  

・【提案事項】については、具体的に記載すること。  

  

（5） キャッシュレス決済端末等の保守要件に関する要求の回答及び提案（第５章関連）  

・【要求事項】について、提案内容と各要求事項の項番が紐付けられるよう、記載

内容に対応する要求事項の項番を付して記載すること。  

  

（6） 指定納付受託に関する要求の回答及び提案（第６章関連）  

・【要求事項】について、提案内容と各要求事項の項番が紐付けられるよう、記載

内容に対応する要求事項の項番を付して記載すること。  

・【提案事項】については、各事項の番号ごとに具体的に記載すること。  

 

7.3 費用見積の記載事項提案に要する一切の費用の見積額を、以下の項目に沿って記載する

こと。  

（1）費用見積  

①費用見積（総額）  

委託期間における初期費用及びランニング費用の項目別の見積価格を様式７「費

用見積」に記載すること。  

また、委託期間（令和 7 年 3 月末まで）を踏まえ、必要な費用を計上することと

し、契約を更新した場合における令和７年度以降のランニング費用については参考

価格として記載すること。  

②費用見積（内訳） 

上記「費用見積（総額）」の算定根拠となる内訳を項目別に記載すること（様式任

意）。  

   


